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8!"#$%$&'(#)#*広報にしはら!"#$%$&'(#)#*広報にしはら マイナンバーカードをお持ちの方は、土日でも、役場にいかなくても、コンビニで住民票等が取得できます！9

所得税の確定申告のお知らせ所得税の確定申告のお知らせ令和6年分令和6年分 ▶詳しくは北那覇税務署へお尋ねください。▶詳しくは北那覇税務署へお尋ねください。

　国税庁では、パソコンやスマートフォン等を利用した自宅からの確定申告を推奨しています。また、申告相談
が必要な場合は受付期間中にご来場ください。還付申告は、2月14日(金)以前でも提出できます。
【受付期間】
　令和7年2月17日(月)～3月17日(月)
　※土日祝日除く
　※令和7年3月2日(日)に限り、日曜日も対応を行います。

【お問い合わせ】
　北那覇税務署　TEL 098-877-1324

【受付場所・時間】
　浦添産業振興センター・結の街　(浦添市勢理客4-13-1)
　午前9時 ～ 午後4時
　※混雑状況により、受付を早めに締め切る場合があります。

来場には入場整
理券が必要です。

＜入場整理券の取得方法はこちら↓＞

国税庁公式LINE

①LINEによる事前発行
　国税庁の公式LINEアカウント
から事前の発行をお勧めします。
②申告会場での当日配布
　8時半から当日分のみ配布。配布状況に応じて、
後日の来庁をお願いする場合があります。

スマホとマイナンバーカードを利用した電子申告が便利です！
国税電子申告・納税システム(e-Tax)を利用すると、
スマートフォンやパソコンで所得税などの申告書を
作成しマイナンバーカードを使用して電子申告化可能です。
マイナポータル連携すると、控除証明書などの必要書類の
データを申告書へ自動で入力することができます。
(注)マイナンバーカード読取対応のスマートフォンが
　  あればご利用可能です。

所得税の
早期還付

添付書類の
提出不要

24時間
利用可能

自宅から
申告可能

申告内容を
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データで確認可能

確定申告書等
作成コーナー

書かない確定申告
マイナンバーカードでe-Tax

確定申告書は
マイナポータル
連携で自動入力

町県民税兼国民健康保険税申告のお知らせ町県民税兼国民健康保険税申告のお知らせ令和7年度 (令和6年分)令和7年度 (令和6年分)

【受付期間】
　令和7年2月17日(月)～3月17日(月)
　※土日祝日除く
　※令和7年3月18日(火)～5月30日(金)は
　　税務課窓口での申告受付ができません。

【定員】
　午前70名／午後70名
　※2月25日(火)以降　午前75名／午後75名

【お問い合わせ】
　西原町役場　税務課　町県民税係　TEL 098-945-4729

【町県民税申告書について】
　申告が必要と思われる方へ1月下旬発送予定です。
　税務課窓口または申告会場でも配布予定です。

【注意事項】
　確定申告の受付は簡易的なものに限ります。
　※土地・株式等の譲渡所得がある方、利子・配当所得がある方、
　　青色申告する方、住宅借入金等特別控除を初めて受ける方は、
　　確定申告会場での申告が必要です。

【受付場所・時間】
　町民交流センター　(役場庁舎内)
　午前8:45～10:15　午後1:30～3:30

　令和7年1月1日現在西原町に居住していた方は、申告の対象となります。それ以外の方は、令和7年1月1日
現在居住していた市町村にお問い合わせください。

申告フローチャート申告フローチャート
申告が必要かどうか、確定申告か住民税申告かを簡易的に判断できます。
※確定申告する際は住民税申告は必要ありません。
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※1

収入なし
または
非課税とな
る収入のみ

主に
年金収入

主に
給与収入

下記の所得
・営業・農業
・不動産・雑
・譲渡・一時
・利子・配当

申告不要ですが下記の場合は住民税申告が必要です
・税証明書が必要な方・国民健康保険に加入している方
・公営住宅に入居している方・保育園児、幼稚園児がいる方
・年金の免除や福祉サービスを受ける方　など

・年金収入のみで申告する控除*がない

※2

・年金収入があり、年金以外の
　所得が20万円以下
・控除  の追加、変更がある

・年金収入が400万円を超えている
・年金収入以外の所得が20万円以上ある

・1か所からの給与収入のみで
　年末調整の内容に変更がない

・給与収入があり、給与以外の
　収入が20万円以下
・控除*の追加、変更がある

・給与収入が2,000万円を超えている
・給与収入以外の所得が20万円以上ある
・2か所以上からの給与収入がある
・年末調整をしていない

・所得金額より控除*金額の方が多い
　（所得税が課税されない）

・所得金額より控除*金額の方が少ない
　（所得税が課税される）

フローチャートは一般的な例を示しています。不明な点はお問い合わせください。
※1 非課税収入には、遺族年金、障害年金、失業手当などがあります。
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※2 控除とは、社会保険料控除や生命保険料控除、扶養控除など税法上の控除を指します。


